
 

消費生活相談コーナー消費生活相談コーナー

困ったことがあれば早急に消費生活相談窓口へ（☎ 093・434・3352／㊊㊌㊎ 9時～ 17時）

10月の相談件数			21 件

生命保険契約に気を付けましょう！

最近、金融機関から、定期
保険が満期になったので来
店してほしいという連絡が
あり赴いた。担当者から、3
年間は解約できないが、利
率のいい商品があるので契
約しないかと勧誘され、3
年の定期預金と思い契約し、
代金を振り込んだ。しかし、
後日領収書を見ると支払先
が生命保険会社であること
に気が付いた。生命保険に
契約した覚えはない。解約
できるか。(70 代女性 )

相談事例

相談員からアドバイス

●申し込み前の手続きとして
・自分の意向にあっているか。
・契約前に契約の概要や注意喚起情報、契約のしおり、約款などの交付を受けて、　　
　重要なことの説明を受けているか。
・健康状態などの告知を求められているか。
●すぐに契約するのではなく、一度持ち帰って検討することも必要
●高齢者の場合は
・家族や親族に同席してもらうなど、一人で契約しない。
●金融機関で勧誘された場合は
・保険商品か、預金か否かを必ず確認する。

保険や投資商品などの金融商品契約する際は次のことを注意しましょう

今回の相談は、相談者がどのような商品を契約したのか覚えていませんでした。
パンフレットや契約書面などを返還しており、相談窓口でも契約の商品名などわ
かりませんでしたが、本人所持の領収書から生命保険会社と契約したことが判明
しました。今回の場合、契約後早期でしたので、クーリングオフできました。

自分の職業や学業を持ちながら、災害発生時に消防活動を行
います。 
・消防団員の身分は、特別職の地方公務員。 
・入団資格は、町内在住在勤の 18 歳以上。
・年額報酬、災害活動や訓練に出動した際の出動手当が支給　
　されます。

苅 田 町 消 防 団 団 員 募 集

救急車の適正利用にご協力を !

●問／苅田町消防本部
　　	 	☎ 093・434・0119消防本部からお知らせ

近年、全国で救急車の出動件数が急増しています。救急車は町民
の皆さんの生命を守るため、24時間いつでも出動できるよう準
備していますが、同時に出動できる台数や救急隊員の数には限り
があります。緊急でないときに救急車を要請すると、本当に救急
車を必要とする事故や急病が発生した際、現場到着までに時間を
要し「救える命」が救えなくなることも考えられます。
救急車を本当に必要とする人のために、皆さんのご理解とご協力
をお願いします。

火災 救急 救助 風水害 その他
2 160 0 0 8

● 10月の出動状況　　　

⑮

次のような症状がある場合は
迷わずに 119番！
・言葉が出にくい。突然片方の手足に力
　が入りにくくなった。
・胸が締め付けられるように痛い。
・頭が割れるような痛み。今までに経験
　したことのないような痛み。
・息苦しい。呼吸がしにくい。
・意識がない。けいれんを起こしている。

　救急車を呼ぶか

迷ったら「＃７１１９」「＃７１１９」
にかけましょう

救急車？

病院？
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12月の強化月間・週間　この機会に考えてみませんか？
障害者週間です

■障害者週間とは
「障害者週間」は、平成 16 年６月の障害者基
本法の改正によって定められました。

『広く障がい者の福祉についての関心と理解を
深める』『障がい者があらゆる分野の活動に積
極的に参加する意欲を高めること』を目的とし
てします。
■障がいのある人の自立支援
町では、障がいのある人の自立を
応援するため、町内の就労施設な
どから優先して物品の調達や作業
の依頼を行っています。

（例）イベントなどでの啓発用物品や記念品の
購入、名刺の印刷

■障がい者虐待に関する相談・通報・届
出の窓口
虐待を受けている障がい者を発見した場合は、
障がい者虐待防止ホットラインに相談しましょ
う。相談は匿名でも受け付けています。通報し
た人の情報は守られます。
◉苅田町障がい者虐待防止ホットライン
☎ 093・588・1234（24 時間受付）

■障がい者相談支援事業所
障がいのある人やその家族などに対する相談支
援事業を委託して行っています（手帳が無くて
も可能です）。相談員が、障がいのある人の福祉
に関する様々な問題について相談に応じ、利用

12/3 ～9は

年末の交通安全県民運動
県民一人一人が、交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践して交通事故を防ぎましょう！
12/11 ～31は

詳　細

支援や権利擁護のために必要な援助を行います。
【相談支援事業所】
①障害者相談支援
◉苅田町社会福祉協議会（苅田町社協障害者相
　談支援センター そら）☎ 093・434・3641
◉社会福祉法人みぎわ会（相談支援センター 
　アイシル）☎ 0930・55・2183
②障害児相談支援
◉ NPO 法人夢ニティ・ハート（障害児相談支
　援事業所 ぺんぎん教室）☎ 093・434・5110

■身障者心配ごと相談
相談員がご相談に応じます。秘密は厳守されま
すので、お気軽にご相談ください。
日毎月第 1 火曜日　13:30 ～ 15:00
場パンジープラザ
※相談は無料です。電話での相談も可能です。
◉苅田町社会福祉協議会
☎ 093・434・3641

■『苅田町障がい者長期計画』を策定中
現在『苅田町障がい者長期計画（第５期）』を
策定中です。そのため、皆さまの生活の様子や
意識・意向を把握するため、去る８月に「障が
い福祉に関するアンケート調査」を実施しまし
た。ご回答いただいた内容を基礎資料として、
来年度中に計画を策定する予定です。
ご協力いただきましてありがとうございました。

■夕暮れ時以降における交通事故の防止
〇横断歩道を渡る、信号に従うなど、基本的な
ルールを守る。
〇運転中のスマートフォン等の通話や画面注視
は絶対にしない。
■飲酒運転の撲滅
〇飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、
そして見逃さない。
〇見掛けたら必ず１１０番通報を！

■自転車・特定小型原動機付自転車の
交通ルールの理解・尊守の徹底
〇自転車・特定小型原動機付自転車はヘルメッ
トを着用し、交通ルールを理解して安全に乗る。
〇自転車は車両であり、車道通行が原則、歩道
は例外。歩道は必ず歩行者を優先する。
〇飲酒運転は禁止。
〇ヘルメットを着用する。
〇自転車保険に必ず加入する。
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